
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討

　前年標準価格

　標準地番号 －
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事務所兼倉庫 大規模倉庫、配送センタ
ー等が建ち並ぶ工業地域

葛西臨海公園1.2 ㎞

特記すべき事項はない ４０ｍ都道 葛西臨海公園駅北東方
1.2 ㎞

業務用地の需要は引き続き旺盛で、特に２３区内の物流、データセン
ター適地の不動産は、需要が供給を上回る状況が続いている。

イーコマースの進展により、近隣配送施設用地としての需要は厚く、
特に２３区内の工業集積地内の事業用地は希少性が高い。

個別的要因に変動はない。

周辺は幹線道路沿いの流通業務地域であり、特段の変動要因は認められず当分の間は現状維持と予測する。新型
コロナの影響も緩和されつつあることから地価水準は上昇傾向にあると予測する。
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１㎡当たりの価格

(４)鑑定評価日

(５)価格の種類
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(１)価格時点
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(7)試算価格の調整・

　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は、物流用地としての利用を含む事業適地の規範性の高い事例を収集して試算されており、また、収益還元法
も適切な収支前提に基づき試算されている。対象地の規模では、マルチテナントを想定できず、建物及び賃料の個別性
が強いため想定要素が多くならざるを得ないが、市場では投資目的の取引も多い。したがって、本件では市場特性を反
映した比準価格と収益価格を関連付け公示地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記の通りと決定した。

同一需給圏は、都心から半径１０Ｋｍ程度の圏内にある物流を中心とする事業適地の工業地域である。需要者の中心は
倉庫業者、運送業者及び自用の倉庫、配送所、工場を求める事業法人に加え、これらの物件を開発するデベロッパーや
投資会社などである。需要特性から、まとまった規模の土地への需要が高く、敷地規模や道路付けによって単価に幅が
あるが、用途の多様性のある大きめの土地は１㎡あたり３０万円から５０万円程度が需要の中心価格帯となる。

①－１対象基準地の検討
継続　　新規

代表標準地　　標準地

宅地-1

日提出年 月

江戸川(都) －9 1

開発法　　　　 開発法による価格 円／㎡

の適用

業者名

氏名

基準地番号 提出先 所属分科会名

令和 4

令和 4 7 1

令和 4 7 7

江戸川(都)　9 － 1 東京都 区部第１２ 不動産鑑定士  髙山　博好          

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会社

令和 4 6 20

令和 4 7 5

江戸川区臨海町三丁目６番２５
「臨海町３－６－３」
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中低層の事務所兼倉庫地 角地                          +5.0

410,000

326,000

／

／

令和 4 285,000

814,000,000 370,000

□ □■

363,000
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